
 
ふれあいの森における国民参加の森林づくり活動の公表 

 

 東京神奈川森林管理署は、下記のとおりふれあいの森における森林づくり活動の

協定の更新をしたので公表します。 
 

記 
 

１ 協定相手方の名称 
東京都八王子市大楽寺町 524－11 
日本山岳会 高尾の森づくりの会 代表 大塚 哲生 

 

２ 「ふれあいの森」の概要 
（１） 位    置：東京都八王子市裏高尾町 小下沢国有林       

218 ろ 1、ろ 2、は、と林小班、219 い 1～は林小班 
220 林班、221 林班 

 

（２） 面    積：98.30ha 
 

（３） 主な活動内容：下刈や保育間伐等の森林整備及び自然教室やイベントの開催 
 

３ 協定項目 
  別添「協定書」（写） のとおり 
 

４ その他 
 日本山岳会「高尾の森づくりの会」と、ふれあいの森における自主的な森林づくり

活動の協定を当署と結び、森林整備を実施してきました。 
ふれあいの森は未だ保育過程で施業の必要性があり、実施主体からも継続して活

動を実施したいとの意思表示がありました。 
当実施主体はこれまでの活動実績から判断したところ、森林・林業への関心度、保

育作業の意欲が高く、安全性、技術力、組織運営も確実であるため、適当と認め協定

を更新しました 
 

  令和８年３月２５日 
 

                       東京神奈川森林管理署長 
 
 

                  担 当：業務グループ 森林ふれあい担当 
                  電 話：0463－32－2867 




















